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○ 災害復旧対策資金（東日本大震災災害対策枠）　※新規融資の取扱は終了しています。
○ みやぎ中小企業復興特別資金

○ 対象融資限度額 一企業　３，０００万円以内
○ 利子補給率 災害復旧対策資金（東日本大震災災害対策枠） 融資利率（年）１．０％に相当する額

みやぎ中小企業復興特別資金 融資利率（年）１．５％に相当する額
（利子補給金の合計額は，一企業１３５万円を上限とします。）

○ 補給期間 借入日から３年間
○ 補給回数 年２回　上期（１月～６月分），下期（７月～１２月分）
○ その他

① ＜金融機関への提出書類＞
・ 委任状
・ 罹災証明書等（写）
・

※

②

県は，申請の内容を審査し，交付額の確定

③

○ 申請先
宮城県内に本店・支店を有する地方銀行，都市銀行，第二地方銀行，信用金庫，信用組合，商工組合中央金庫

※県制度融資のお申し込みと併せて申請
※既に融資を受けている方は，融資を受けた金融機関に申請

○ お問い合わせ先
宮城県 経済商工観光部 商工金融課（商工金融班）

電　話 ： ０２２－２１１－２７４４

金融機関は，委任状に基づき，年２回（上期分は７月
末日まで，下期分は１月末日まで），補給対象者を取り
まとめて県に交付申請及び実績報告書等を提出

県は，対象者に利子補給金額等を通知するとともに，
支払利子を補給

　次の資金を利用し，「罹災証明書等（市町村長から東日本大震災による災害によって被害を受けた事実を証するものと
して発行されたもの）」の交付を受けた方

　災害復旧対策資金（東日本大震災災害対策枠）・みやぎ中小企業復興特別資金で既に融資を受け
られている場合でも遡って支払利子を補給します。

その他金融機関から求
められた書類

すでに融資を受けている方は，融資を受けた金融機
関窓口で別途委任

中小企業者は，東日本大震災に係る県制度融資の申
し込みと併せて，金融機関に委任状・罹災証明書等
（写）を提出し，利子補給金の交付請求等について委
任（上期分は１月～６月まで，下期分は７月～１２月までに金融
機関あてに提出願います。）

対象者 

利子補給の概要 

手続きの流れ 

東日本大震災に係る県制度融資を利用されている 
中小企業者の皆様へ支払利子を補給します 

申請・お問い合わせ 
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